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令 和 ５ 年 度 

いちき串木野市国民健康保険事業計画書 
 

１．概      況 

平成 30年 4 月より国保事業の運営は、県が国保保険者として財政運営の責任主体となり、安

定的な財政運営等の中心的な役割を担い、市町村と共同で運営していく新国保制度へ移行した。

県は、市町村ごとの年齢調整後の医療費水準や所得水準等を考慮した国民健康保険事業費納付

金を決定し、保険給付費（医療費）に必要な費用を全額市町村に交付している。このことによ

り、市は医療費の急増に対応できることから、安定した国保事業運営ができることになってい

る。しかし、国民健康保険事業費納付金は、医療費水準を基に算定されることから、今後も本

市は厳しい財政状態であることには変わりないものである。 

 

 (1) 被保険者等の状況 

     市の 75 歳未満人口に占める国民健康保険加入者割合は、令和元年度末の 27.7％から令和 4

年 12 月末現在で 26.4％、被保険者の構成比は、令和元年度で退職被保険者の経過措置が終

了したため一般被保険者のみとなっており、本市の人口減少に伴い被保険者数は年々減少し

ている。 

65 歳以上の被保険者の割合は、令和元年度では 55.3％であるが、年々増加し、令和４年

12月末で 58.2％となっている。 

本市の 本市の 本市の 国保

75歳未満 総数

人口 人口 世帯数 世帯数

1 27,472 22,024 13,233 4,055 6,095 27.7% ％ 6,079 99.7 ％ 16 0.3 ％ 3,370 55.3 ％

2 26,982 21,633 13,139 3,991 5,963 27.6% ％ 5,963 100.0 ％ 0 0.0 ％ 3,394 56.9 ％

3 26,557 21,158 13,054 3,848 5,778 27.3% ％ 5,778 100.0 ％ 0 0.0 ％ 3,384 58.6 ％

4 26,455 20,922 13,092 3,784 5,527 26.4% ％ 5,527 100.0 ％ 0 0.0 ％ 3,217 58.2 ％

年度

被保険者総数 （再掲）

一般被保険者 退職被保険者等 前期高齢者

構成比 構成比 構成比

75歳未満

被保険者

構成比

 

※令和元～3 年度の本市の世帯数及び人口は各年度末数値、国保の世帯数及び被保険者数等は事

業年報 A表（年度平均）の数値、令和 4年度は令和 4年 12月末現在の数値である。 

※  平成 20 年 4 月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い退職者医療制度は廃止とな

ったが、経過措置として、平成 27年３月までに退職被保険者等の要件に該当された方は退職

被保険者等に加入することとなり、平成 27 年４月以降は原則として新規加入はなく、退職被

保険者等が 65歳到達により退職被保険者等の資格を喪失するまで退職被保険者等は存続する。 

被保険者増減内訳 

年度 転入 社保 生保 出生 その 計 転出 社保 生保 死亡 後期 その 計
離脱 廃止 他 加入 開始 高齢 他

1 212 705 8 12 40 977 172 553 18 50 313 72 1,178
2 176 649 10 11 77 923 138 500 19 39 234 91 1,021
3 133 635 16 12 98 894 122 502 17 41 336 107 1,125
4 147 572 5 9 44 777 79 366 16 39 325 59 884

※令和4年度については、12月末現在の数値である。

被　保　険　者　増　減　内　訳
増加（資格取得） 減少（資格喪失）
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（２）医療費（療養諸費）の状況 

本市の令和３年度の国保被保険者一人当たり医療費は、612,324 円となっている。対前年

度比伸び率では、一般分 8.1％の増となっている。 

また、診療費の受診率では、1,258.8％となっている。対前年度比伸び率では、4.2％の増

となっている。 

令和３年度は、前年度に新型コロナウイルス感染症の影響による医療機関への受診控えが

顕著だったことから、その反動で医療費が増加している。 

また、医療費の伸びは、被保険者の高齢化の影響も大きく、高度医療の普及や医療技術の

進歩による医療費の増加も見られる。 

一人当たり費用額 受診率

対前年度
比％

対前年度
比％

対前年度
比％

対前年度
比％

対前年度
比％

対前年度
比％

30 536,584 4.3 534,957 6.0 680,672 20.5 30 1,247.09 1.0 1,245.60 0.9 1,378.87 11.4

1 574,947 7.2 575,220 7.5 471,527 △ 30.7 1 1,276.16 2.3 1,275.74 2.4 1,437.50 4.3

2 566,691 △ 1.4 566,771 △ 1.5 － － 2 1,207.75 △ 5.4 1,207.77 △ 5.3 － －

3 612,324 8.1 612,324 8.1 － － 3 1,258.84 4.2 1,258.84 4.2 － －

一般 退職

年度

全体 一般 退職

年度

全体

 

疾病別大分類別費用額上位５位

分類名 費用額（円） 分類名 費用額（円）

1 新生物 46,624,460 新生物 42,629,640

2 筋骨格系及び結合組織の疾患 31,632,470 循環系の疾患 36,904,780

3 尿路性器系の疾患 30,280,340 筋骨格系及び結合組織の疾患 35,772,970

4 循環系の疾患 29,388,150 精神及び行動の障害 30,398,300

5 神経系の疾患 24,679,140 神経系の疾患 30,001,040

総医療費 258,573,530 総医療費 284,533,100

順位
令和4年5月診療分 令和4年10月診療分

疾病別大分類別費用額上位５位

分類名 費用額（円） 分類名 費用額（円）

1 新生物 30,180,860 新生物 40,090,050

2 筋骨格系及び結合組織の疾患 30,152,660 筋骨格系及び結合組織の疾患 36,661,070

3 循環系の疾患 29,883,450 循環系の疾患 36,634,250

4 尿路性器系の疾患 28,002,440 尿路性器系の疾患 30,853,660

5 精神及び行動の障害 26,917,180 精神及び行動の障害 28,540,840

総医療費 243,423,470 総医療費 277,133,680

順位
令和3年5月診療分 令和3年10月診療分

 

特定疾病対象者 高額レセプト（80万円以上）

年度 一般 退職 計 年度 入院 外来 費用額（円）

H30 47 2 49 Ｒ1 457 73 745,830,370

Ｒ1 49 0 49 Ｒ2 469 75 736,988,730

Ｒ2 49 0 49 Ｒ3 557 73 845,566,470

Ｒ3 51 0 51 Ｒ４ 328 59 552,616,200

※Ｒ4年度は8カ月分
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（３）国民健康保険税の状況 

国民健康保険税は、被保険者の減少や高齢化により年々減少傾向にあり、令和２年度と比

較して令和３年度は、国民健康保険税の一般分収入額で約 26,861 千円減少しており、収納率

は、現年度一般で 98.32％と 0.09ポイント減少している。令和４年度は、厳しい情勢を踏ま

え、引き続き収納率確保のための収納率向上特別対策事業を実施するほか、状況に応じた短

期被保険者証や被保険者資格証明書（高校生世代以下を除く。）の発行、文書・電話催告、

訪問徴収、口座振替やコンビニ収納等の収納対策の充実を図るとともに、市税等滞納整理シ

ステムの有効活用、適正な実態調査や財産調査に基づく差押え等の滞納処分の強化を図り、

収納率の向上に努めている。 

 

 

（４） 財政運営の状況 

令和３年度の決算の概要は、歳入総額 4,172,887,333 円に対し、歳出総額 4,068,170,549

円となり、104,716,784 円の余剰金となった。単年度実質収支は繰越金を差し引いた

4,518,579円となっているところである。 

令和２年度に、鹿児島県全体の国民健康保険事業費納付金が大幅に上昇したことから、納

めるために必要な税額を確保する税率改正を行ったが、令和３、４年度は納付金が減少した

ため、令和４年度は税率改正を行い、税率を減額している。 

    国民健康保険基金については、令和３年度末の基金保有額は、429,963 千円で保険給付費

に占める基金保有額は、13.9％となっている。医療費及び国民健康保険事業費納付金の増加

に伴い財源不足を補うために、平成 26 年度から令和元年度まで取崩しを行っている。 

令和４年度は、決算見込により、前年度の繰越金を国民健康保険基金に積み立てることと

なるが、今後も取崩しが予想されるため、今後の国保財政の基盤を安定・強化する観点から、

計画的に活用する必要がある。 

 

２．事業運営方針 

 

(1) 財政対策 

国保運営は、県が医療費水準等を基に算定した国保事業費納付金に見合う国民健康保険

税を確保することが基本となることから、毎年度税率改正を検討するとともに適正な賦課

徴収に取組み、国保税の収納率の向上については、収納率向上特別対策事業を実施しなが

ら、滞納者の実態を把握し、早期に適切な措置を講じるなど、積極的な収納活動を行い財

源確保を図り、鹿児島県国民健康保険運営方針の現年度収納率 98.32％（前年度収納率維

持）を目標とする。また、医療費の適正化に努める。 

 

(2) 資格適用の適正化 

① 被保険者の資格適用 

被保険者の資格適用については、関係課との連携や広報紙等を活用して未適用者の早期

把握に努める。また、保険証更新時に住所地特例被保険者の資格適用の確認を行う。 
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② 居所不明者対策 

居所不明の被保険者については、「居所不明被保険者に係る国民健康保険資格喪失事務

処理要領」に基づき、市民生活課及び税務課と連携を取り合い、適正に処理していく。 

 

③ 適正な賦課 

社会保険離脱者等の課税客体及び国保税算定の基礎となる所得を的確に把握するとと

もに、申告指導及び国保税の軽減世帯に対して適切な指導を行う。 

 

 

 (3)  医療費の適正化 

① 医療費通知の実施 

被保険者に適正受診の啓発を図るため、医療費通知を実施する。 

 

② レセプト点検の実施 

医療事務資格者３名等を雇用し、点検体制の強化と点検の充実に努める。 

 

③ 医療費等の分析 

医療費等の分析については、保健事業支援システムを活用し、レセプトの詳細な分析を 

   実施するとともに、レセプトデータと特定健診データを突合して、健診で異常があるにも

かかわらず治療をしていない者や、治療を開始したものの、途中で治療を中断している者

等を把握して、医療機関等への受診勧奨につなげる。 

    

④ 第三者行為求償事務の適格化 

交通事故等第三者行為の疑いのあるレセプトについては、発生原因を的確に把握し、第

三者による保険給付であることが判明した場合には、第三者行為求償事務共同事業を活用

し、円滑な処理に努める。 

 

⑤ 適正受診に関する周知 

かかりつけ医を持つことの必要性を地域説明会等で周知するとともに、保健事業支援シ

ステムを活用して、重複・頻回受診者や別々の病院で同一成分の薬剤を重複して服用して

いる者等の抽出を行い、適正受診などの指導のための訪問指導に取組む。 

 

⑥ ジェネリック医薬品差額通知等 

  ジェネリック医薬品の普及・啓発を図るため、ジェネリック医薬品差額通知については、

平成 27 年度から医療費分析会社に委託しており、より分かりやすい通知内容にするとと

もに年複数回実施していく。また、保険証交付時にジェネリック希望記載のあるカードケ

ースを配布し、利用促進を行う。 

令和３年度は、ジェネリック医薬品への使用割合が、86.1％に達しているため、令和５

年度の使用割合 87.5％を目標とする。 
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 (4) 保健事業の推進 

    ① 特定健康診査・特定保健指導の実施 

    特定健康診査等実施計画に基づき実施するとともに、特定健康診査未受診者に対して、

訪問による受診勧奨を実施し、特定健診受診率 62％・特定保健指導実施率 60％・特定保健

指導対象者の減少率 25.0％・メタボリックシンドローム・予備群の割合 25.0％を目標とし、

健診受診済者の高血圧の割合減少 1.3％、脂質異常者の割合減少 11.4％、糖尿病有病者の

割合減少 17.2％とする。 

    また、行政と地域の連携強化策として、60%以上の受診率達成地区（16 地区のまちづく

り協議会）を対象とした、「健康づくり（特定健診受診率アップ）交付金事業」を平成 26

年度から引き続き実施する。 

 

    ② 生活習慣病重症化予防対策事業 

医療費の分析結果から、高額医療費の約半数は、生活習慣病と腎不全であり、生活習

慣病の重症化による腎不全への移行の対策が、本市の医療費適正化の課題である。生活

習慣病で高額医療費のかかった者の基礎疾患状況は、高血圧症と糖尿病が３分の２を占

めていることから、通常の特定健診の項目に、ヘモグロビン A1ｃを必須とし、血清クレ

アチニンと尿酸を追加して特定健診を実施している。 

平成 23 年度から実施している国保ヘルスアップ事業を継続し、特定健診の結果から、

ヘモグロビン A1ｃ6.5％以上で糖尿病の治療中でない方を対象に詳細健診を実施し、治療

が必要な方は病院への受診勧奨を行い、糖尿病を早期に発見し、早期治療、重症化予防

に努める。 

      また、新たな透析患者を増やさない、重症化のスピードを遅らせることが急務である

ことから、医療費分析結果をもとに、リスクの高い人を階層別に区分し、重症度に応じた

保健指導を専門の保健指導業者を介して実施していく。 

      その中で、糖尿病性腎症重症化予防事業については、定員 15 名の完了率 100％を目標

に健康状態の改善・維持及び自己管理能力の習得・強化を行う。    

     ・糖尿病性腎症による新規透析導入者の割合の減少 年 1名以下 

     ・糖尿病の未治療者を治療に結びつける割合 10.0％ 

     ・糖尿病の保健指導を実施した割合 40.0％ 

     ・脳血管疾患の総医療費に占める割合 2.38％ 

     ・虚血性心疾患の総医療費に占める割合 1.74％  

 

       ③ その他の保健事業 

 ア、高齢者の生きがいづくりや地域活動を通じて健康増進を図ることとする。また、高齢

者スポーツ（グランドゴルフ大会等）の支援を行うとともに、高齢大学等において、   

健康管理講演、国保財政の現状周知等を行う。 

イ、住民主体型の健康地域づくりのため、健康地域づくり推進員を支援する。 

ウ、健康増進センターを核として、市民の各種健康診査を積極的に推進し、保健師及び   

栄養士などによる健康教育、健康相談等を行う。 
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  エ、疾病の予防と早期発見、早期治療に繋がる各種検診の受診率の向上を図るため、胃が

ん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、骨粗しょう症

検診、腹部超音波検診や、人間ドック（１日・２日）、脳ドック、がんドック受診者に

助成を行い、各がん検診の受診率目標（40 歳～69 歳）は、胃がん 50.0％・大腸がん 50.0％・

肺がん 50.0％・子宮頸がん 50.0％・乳がん 50.0％とする。また、各種検診受診者に対

して、保健師が受診結果に基づき指導を行う。 

 オ、歯科衛生士等による定期的な歯科指導や歯科相談を行う。 

カ、たばこにおける禁煙・煙害対策については、特定保健指導等の中で禁煙指導や広報紙・ 

 健康教育等において、普及啓発を行う。 

・特定保健指導対象者の喫煙者への普及啓発 100.0％ 

 

 

（５）その他 

① 国民健康保険運営協議会の充実 

国民健康保険運営協議会は、国保事業の適正かつ安定的な運営を図るために重要な審

議機関であるので、事業運営の課題、問題点を審議するため、必要に応じて開催する。 

また、優良保険者の研修視察及び県や連合会が実施する研修会に参加する。 

 

② 職員の研修 

県及び国保連合会等が実施する研修会に参加し、国保制度業務全般にわたって、制度

改正等の正しい知識を取得する。  

また、保健師においても、県や国保連合会等が実施する研修会等に参加し、効果的な

訪問指導方法の習得や、訪問指導の充実・強化を推進していく。 

 

③ 被保険者への啓発 

国保事業を円滑に推進することは、被保険者が国保制度に対する理解を深めることが

重要であるため、国保制度の趣旨や目的及び事業実態の周知を図る。 

医療費の抑制を図るため食生活、生活習慣の改善などの一次予防や早期発見・早期治

療に繋がる二次予防を促進するとともに、高齢受給者証交付時など、あらゆる機会を捉

えて健康意識の高揚を図り、被保険者に対する広報活動を積極的に行う。 

また、滞納者の被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付等についても、今後

さらに周知徹底を図っていく。 


